
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

などの 

を という 

電話は です ! 

 

消費者だより 

令和 5年 11 月 1 日 
◇編集発行 田布施町消費者問題協議会 

経済課 ☎52-5805 
122 号 

劇場型勧誘が再び増加しています。不審な電話に出ると弁護士や警察官を 

かたる様々な人物が登場し、あなたにお金を支払わせようとします。 

●心当たりのない電話には出ない。 

不安であれば留守番電話機能や発信者番号表示機能を活用する。 

●やりとりしてしまっても、絶対にお金は払わない。 

すぐに警察、家族・友人、消費生活センター等に相談しましょう。 

 

 

 

 

《 アドバイス 》 

あなたは老人ホームの入居権を持っています。不要ならば
他の人に譲ってくれませんか。 
 

権利をゆずるためには、お金を振り込む必要があります。 
 

あなたの名義で申し込むので、一度あなたがお金を支払う 
必要があります。 
 

名義を貸したのですか？それは名義貸しという犯罪ですよ。 
 

高齢者の消費者トラブルを防ぐには周囲の方の見守りが必要です。高齢者に

異変がないか見守り、異変に気づいたら警察や消費生活センターに相談して

ください。「お金が必要」と言っているなどの異変があれば声をかけ、警察や

消費生活センターへの相談を勧めてください。消費生活センター等へは家族

やホームヘルパー、地域包括センターなどの職員からでも相談できます。 

できるだけ早く相談するようにしてください。 
 

【 周囲の方へ 】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 8月 3日、山口県地域消費者団体連絡協議会の会設立 40年記

念事業の一環として、島根県浜田市の中国電力三隅火力発電所の視察が行

われ、田布施町消費者問題協議会からも 6名が参加しました。 

電気代の高さにばかり注目しがちですが、生活に必要不可欠な電気が作られ

家庭に届く過程で環境への配慮をどのように行っているのかを学んだほか、真

夏の気温をはるかに超える環境下で働く人たちにも支えられている事を知る機

会にもなりました。 

田布施町消費者問題協議会活動報告 

 

■柳井地区広域消費生活センター 
  ☎０８２０－２２－２１２５ 

■山口県消費生活センター 

  ☎０８３－９２４－０９９９ 

■田布施町役場 経済課 地域振興係 

  ☎０８２０－５２－５８０５ 

 

一人で抱え込まず、誰かに相談することに

よって人が知り、被害を食い止めることがで

きます。何かあれば上記の窓口にご連絡くだ

さい。解決の手助けをします。 

相談窓口 

■場所 

西田布施公民館・城南公民館・麻里府公民館 

東田布施公民館・麻郷公民館 

■回収日 

令和 5 年 12 月１日（金） 

■方法（お願い） 

・回収日２日前から当日午前９時までに持参し、 

空き容器はお持ち帰りください。 

・食用廃油以外は入れないでください。 

・ドラム缶によってフタの開け方が異なるので 

ご注意ください。 

食用廃油の回収 

自動音声の電話で未納料金
を請求する詐欺に注意！ 
 

自動音声の電話がかかってきて、身に覚

えのない未納料金を請求される詐欺の相

談が多く寄せられています。実在する事

業者をかたる相手でも、電話で身に覚え

のない未納料金を請求されても絶対に相

手にせず、家族や相談窓口に相談してく

ださい。 

 

■お知らせ 

中央公民館で行っていた廃油回収ですが、

新保健センター建設に伴い終了すること

になりました。 

これまで利用されていた方はご不便かと

思われますが、最寄りの公民館にお持ちく

ださい。 

回収された食用廃油は、バイオディーゼル

燃料や飼料、肥料、インク原料、石けん原

料など用途に合わせて様々なリサイクル

原料として活用されます。 


